
 

 

166,679,000 円 

令和３年４月１日  
 

令和３年分政党交付金の交付決定 
 

政党助成法に基づく各政党からの基準日（令和３年１月１日）現在の届出により、  
各政党への政党交付金の交付額について、本日下記のとおり決定しました。  

 
 

記  

自 由 民 主 党     17,021,636,000 円 

立 憲 民 主 党      6,889,389,000 円 

公 明 党        3,005,417,000 円 

日 本 維 新 の 会         1,817,377,000 円 

国 民 民 主 党         2,400,722,000 円 

 
 
 

社 会 民 主 党            312,283,000 円 

れ い わ 新 選 組           160,179,000 円 

 
 
（注１） 政党の記載順は、令和３年１月１日（基準日）現在の各政党からの届出による  

所属国会議員数順（同数の場合は五十音順）によるものです。  
 
（注２） 「ＮＨＫ受信料を支払わない方法を教える党」は、令和３年２月５日に  

「ＮＨＫから自国民を守る党」から名称を変更しました。  
 
（注３） 第１回目の交付は、４月１２日までに請求書を提出した政党に対して、４月２０日に  

上記の４分の１の額を交付します。  
（政党交付金は、年４回に分けて（４月、７月、１０月、１２月）、各政党からの交付  
請求に基づいて交付されます。）  

 
（連絡先）  
自治行政局選挙部政党助成室  
担当：辻本係長  
電話： (代表 ) 03-5253-5111 
      内線 23193 
   (直通 ) 03-5253-5582 
    (FAX) 03-5253-5583 
（E-mail）senkyo.shikin＠soumu.go.jp 
（注）迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を
変えています。「＠」を「@」に置き換えてください。 

ＮＨＫ受信料を支払わ 

ない方法を教える党 



政 党 の 名 称

（A） 比率（％） （B） 比率（％） （C） 比率（％）

自 由 民 主 党 9,615,078,861 60.52 7,406,557,187 46.62 17,021,636,000 53.57

立 憲 民 主 党 3,709,370,525 23.35 3,180,018,675 20.02 6,889,389,000 21.68

公 明 党 1,391,013,947 8.76 1,614,403,765 10.16 3,005,417,000 9.46

日 本 維 新 の 会 634,497,589 3.99 1,182,880,329 7.45 1,817,377,000 5.72

国 民 民 主 党 390,460,055 2.46 2,010,262,934 12.65 2,400,722,000 7.56

ＮＨＫ受信料を支払わ
な い 方 法 を 教 え る 党 48,807,506 0.31 117,872,129 0.74 166,679,000 0.52

社 会 民 主 党 48,807,506 0.31 263,476,343 1.66 312,283,000 0.98

れ い わ 新 選 組 48,807,506 0.31 111,372,134 0.70 160,179,000 0.50

合 計 15,886,843,500 100.00 15,886,843,500 100.00 31,773,682,000 100.00

令 和 ３ 年 分 政 党 交 付 金 交 付 決 定 額

（単位：円）

議 員 数 割 （1/2）    　 得 票 数 割 （1/2） 年間交付決定額  （Ａ）＋（Ｂ）

（注１）　表中の記載順は、令和3年1月1日（基準日）現在の各政党からの届出による所属国会議員数順（同数の場合は五十音順）によるものです。

（注２）　令和3年分政党交付金の総額は、平成27年国勢調査人口（127,094,745人）に250円を乗じて得た額を基準として予算で定めた額で、
　　　　　31,773,687,000円です。この総額の2分の1が、議員数割と得票数割のそれぞれの総額となります。
　　　　　なお、各政党の「議員数割(A)」と「得票数割(B)」は、一円未満切り捨てのため合計と一致しません。
　　　　　また、各政党の「年間交付決定額(C)」は、政党助成法の規定により千円未満を切り捨てて算定されるため、同欄の合計と政党交付金の総額
　　　　　（31,773,687,000円）は一致しません。



（単位：千円）

（A） 比率（％） （B） 比率（％） （Ａ）－（Ｂ） 増減率（％）

自 由 民 主 党 17,021,636 53.57 17,261,364 54.33 △ 239,728 △ 1.4

立 憲 民 主 党 6,889,389 21.68 3,899,208 12.27 2,990,181 76.7

公 明 党 3,005,417 9.46 3,029,325 9.53 △ 23,908 △ 0.8

日 本 維 新 の 会 1,817,377 5.72 1,853,106 5.83 △ 35,729 △ 1.9

国 民 民 主 党 2,400,722 7.56 570,084 1.79 1,830,638 321.1

ＮＨＫ受信料を支払わ
な い 方 法 を 教 え る 党 166,679 0.52 167,518 0.53 △ 839 △ 0.5

社 会 民 主 党 312,283 0.98 362,769 1.14 △ 50,486 △ 13.9

れ い わ 新 選 組 160,179 0.50 161,018 0.51 △ 839 △ 0.5

（ そ の 他 ） - - 4,469,292 14.07 - 皆減

合 計 31,773,682 100.00 31,773,683 100.00

政 党 交 付 金 の 令 和 ３ 年 分 交 付 決 定 額 及 び 令 和 ２ 年 分 交 付 額 の 増 減

政党の名称
令和３年分　交付決定額 令和２年分　交付額 増 減 額

（注１）　表中の記載順は、令和3年1月1日（基準日）現在の各政党からの届出による所属国会議員数順（同数の場合は五十音順）によるものです。

（注２）　各欄は表示単位未満四捨五入のため、各増減額及び合計と一致しない場合があります。

（注３）　「ＮＨＫ受信料を支払わない方法を教える党」は、令和3年2月5日に「ＮＨＫから自国民を守る党」から名称を変更しました。

（注４）　「国民民主党」（以下「（旧）「国民民主党」」という。）は令和2年9月11日に分割により解散し、「国民民主党」と「民主党」が設立され、
　　　　「民主党」と「立憲民主党」（以下「（旧）「立憲民主党」」という。）は同年9月14日に合併のため解散し、「立憲民主党」が設立されました。そのため、
　　　　「立憲民主党」と「国民民主党」両党の「令和２年分　交付額（Ｂ）」は、令和2年10月6日に交付決定されてからの交付実績額（10月、12月交付分）です。

（注５）　（その他）の　「令和２年分　交付額（Ｂ）」は、令和2年9月14日に合併のため解散した（旧）「立憲民主党」への交付実績額及び
　　　　令和2年9月11日に分割のため解散した（旧）「国民民主党」への交付実績額の合計です。
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